
5 ｰ 福岡市景観計画

１　景観計画区域

　本計画の対象区域（景観計画区域）は市内全域とします。

２　都市景観形成地区

　景観計画区域のうち、市を代表する地区や個性ある地区等、特に良好な景観の形成を図る
べき地区を「都市景観形成地区」とします。この都市景観形成地区には詳細な基準を設け、
地区の個性を活かした景観の保全・創出を行っていきます。
　今後、都市景観形成地区にする必要があると考えられる地区についても、都市施策の方向
性や住民の意向等を踏まえ、指定の検討を行っていきます。（第 4章を参照）

図 1-1　景観計画区域と都市景観形成地区

第1章 景観計画区域
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表 1-1　都市景観形成地区

地区名
指定面積／
指定年月日

概要

シーサイド
ももち地区

約 185.6ha

／

H8．4．25

昭和 57 年に埋立が開始され、平成元
年の博覧会開催を経て、ウォーターフ
ロントの環境と都心・副都心に近い立
地を活かした「21 世紀を展望した計
画的なまちづくり」が始められた地区

御供所地区 約 28.0ha

／
(当初 ) H10.11.30
( 変更 ) H23. 5. 26

日本最初の禅寺聖福寺、東長寺などの
数多くの寺社により本市で有数の歴史
的環境を形成している地区

天神（明治通り・
渡辺通り）地区

約 15.7ha

／

H12．3．2

福岡市の都心を東西及び南北に貫き、福
岡の発展の軸となってきたメインスト
リートであり、本市の都心としてだけで
なく、九州さらには西日本を代表する最
大の商業・業務機能が集積している地区

香椎副都心
（千早）地区

約 17.6ha

／

H17．4．25

本市の東の副都心として独立行政法人
都市再生機構が平成5年度より土地区
画整理事業を進めているエリアの中心
をなす地区

アイランドシ
ティ香椎照葉
地区

約 191.8ha

／
(当初 ) H23.  3.  3
( 変更 ) R  5. 10.12

誰もが快適な生活を営むことができる
住宅地の整備や、環境との共生を図る
豊かな緑地空間の整備、アジア・世界
を見据えた新しい産業の集積を目指し、
魅力ある都市空間の形成を図る地区

元岡地区 約 18.3ha

／

H23．3．3

九州大学学術研究都市構想で位置づけ
られたタウン・オン・キャンパスにふ
さわしい良好な市街地環境の形成・保
全を図り、九州大学の門前町として風
格あるまちづくりの推進を図る地区

はかた駅前通り
地区

約 7.0ha

／

H23．7．28

博多駅地区と天神地区をつなぎ、博多
のまちの新たなシンボルとなる魅力的
な都市空間の形成を図る地区

承天寺通り地区 約 2.6ha

／

R02．3．30

博多駅と博多旧市街をつなぎ、博多部
の歴史・伝統・文化を醸し出すまちな
みの形成を図る地区

筥崎宮地区 約 18.7ha

／

R06．3．28

筥崎宮を中心とした歴史・伝統が感じ
られる、境内の豊かな緑と調和した、
心地よいまちなみの形成を図る地区




